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仕様書 
 

１． 件名 
令和 6 年度 TRACE/PARCS コードの改良整備 
 

２． 適用 
本仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）が調達する上

記の契約に関する仕様を規定するものである。 
 

３． 実施内容 
本事業では、新型燃料 10 行 10 列 燃料集合体のみを使用した炉心や BWR 移行炉心

（9 行 9 列と 10 行 10 列の集合体が混在する炉心）において、通常運転時、運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故の安全解析が実施可能となるように、TRACE 及び

PARCS データの整備を実施するとともに、TRACE/PARCS コード[1,2]の燃料集合体内燃

料棒の燃料エンタルピ評価機能、並びに燃料破損評価プログラムの改良整備を実施する。 
TRACE/PARCS コード並びに燃料破損評価プログラムの改良整備の検証として、新型

燃料 10 行 10 列燃料集合体のみで構成される炉心及び BWR 移行炉心（混在炉心）を対

象に反応度投入事象解析を実施する。 
さらに、PWR 及び BWR 平衡サイクル炉心における反応度投入事象の感度解析とし

て、反応度投入事象用炉心を作成し TRACE/PARCS コードを用いて反応度投入事象の

解析に影響を与える主要なパラメータの変動に対する燃料棒破損モード、破損燃料棒本

数、位置等を評価する。 
本作業の実施項目は、以下の 6 項目である。 

（１）新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心解析のた

めの TRACE データの整備 
（２）新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心解析のた

めの TRACE/PARCS コードの改良整備 
（３）新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心解析のた

めの燃料破損評価プログラムの改良整備 
（４）新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心データを

用いた TRACE/PARCS コード及び燃料破損評価プログラムの検証解析 
（５） PWR 及び BWR 平衡サイクル炉心データを用いた反応度投入事象の感度解析 
（６） 技術資料の作成 
 

3.1 新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心解析のための

TRACE データの整備 
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新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心における反応

度投入事象解析を実施するために、TRACE コードのデータの整備を実施する。反応度投

入事象の解析に必要な核断面積を含む PARCS コードのデータ及び燃料棒破損評価に必

要な燃料棒ごとの燃焼度データについては、別途規制庁より提示する。 
 

3.2 新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心解析のための

TRACE/PARCS コードの改良整備 
新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心の安全解析

において、反応度投入事象の解析で用いられる燃料エンタルピ評価機能が利用可能とな

るように TRACE/PARCS コードの改良整備を実施する。具体的には、図 1 に示すよう

な移行炉心、新型燃料 10 行 10 列炉心解析に対処するため、炉心内の燃料集合体毎の

配列サイズ変更、水管、部分長燃料の取扱いなどに関連するサブルーチンを改良する。 
 

3.3 新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心解析のための

燃料破損評価プログラムの改良整備 
TRACE/PARCS 及び改良 TRACE コードの安全解析で得られた時間依存の 3 次元

断熱ノード内燃料温度分布、3 次元非断熱ノード内燃料温度分布及び２次元燃料棒単位

出力分布を用いて、新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移

行炉心（混在炉心）における燃料棒毎の最大燃料エンタルピ（非断熱燃料エンタルピ）

及びピーク出力部断熱燃料エンタルピ増分評価を実施可能となるように燃料破損評価

計算プログラムを改良する。 
 

3.4 新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR 移行炉心データを用い

た TRACE/PARCS コード、燃料破損評価プログラムの検証解析 
第 3.1 項で作成した新型燃料 10 行 10 列燃料集合体のみを装荷した炉心及び BWR

移行炉心の TRACE 及び PARCS データを用いて反応度投入事象解析用炉心を作成し、

第 3.2 項及び第 3.3 項で改良整備した TRACE/PARCS の定常・過渡解析及び燃料破損

評価計算プログラムにより燃料破損評価の検証を実施する。また、燃料エンタルピ評価

コードを用いた最大燃料エンタルピ及びピーク出力部断熱燃料エンタルピ増分、燃料破

損評価コードを用いた燃料破損本数（PCMI 破損や高温破損モードを含む。）及び燃料

破損位置評価などについては、時間依存のノード単位の 2 次元燃料棒単位出力分布を一

定で与えた場合の解析結果との比較をおこなう。 
 

3.5 PWR 及び BWR 平衡サイクル炉心データを用いた反応度投入事象の感度解析 
PWR 及び BWR 平衡サイクル炉心データ[3,4]を用いて反応度投入事象用炉心データを作

成し、TRACE/PARCS コード、燃料エンタルピ及び燃料破損評価プログラムを用いて反

応度投入事象の感度解析を実施する。具体的には、原子力安全委員会指針集（以下、「旧

指針」という）の「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」の許認
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可解析コードによる感度解析（入力パラメータ）[5]を参考に、各パラメータの変化幅につ

いて燃料エンタルピの感度解析を実施する。なお、詳細については規制庁の担当者と協議

する。 
 

3.6 技術資料の作成 
第 3.1 項から第 3.5 項の実施内容を取りまとめ、技術資料のハードコピー2 部及び同

資料の電子媒体 4 部を納入すること。技術資料には各種図表を掲載し、上記実施項目で

要求している説明、記録等を含めること。また、各種解析における入力及び出力のファ

イルについては、技術資料の章節名及び図表名と関連付けた名称とするとともに、プロ

グラム変更履歴を作成する。本事業の実施のために使用したプログラム等については、

プログラム等（ソースファイル等がある場合にはそれを含む。）、プログラム等の説明

書、入力及び出力の項目に係る説明並びに入力及び出力の例を納入すること。また、電

子情報を含めた納入物全体の説明書を納入すること。 
 

参考文献 
[1] TRACE V5.0 (PATCH 5) THEORY MANUAL, U.S. NRC. 
[2] PARCS v2.6 U.S. NRC Core Neutronics Simulator THEORY MANUAL, RES/U.S. 

NRC. 
[3] B. Haugh. “Generic CMS(CASMO5/SIMULATE5) PWR Equilibrium Model Revision 

0.” SSP-12/410. 
[4] M. Asgari. “Generic CMS(CASMO5/SIMULATE5) BWR Equilibrium Model Revision 

0.” SSP-12/409. 
[5] 科学技術庁原子力安全局原子力安全調査室（監修）：改訂 8 版 原子力安全委員会 安

全審査指針集、大成出版（1994） 
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図１ 8×8及び 9×9燃料集合体装荷炉心（混在炉心事例） 
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４． 実施工程 
 以下に本事業の実施工程を示す。 

作業項目 
令和 6 年 令和 7 年 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
① 新型燃料 10 行 10

列燃料集合体のみ

を装荷した炉心及

び BWR 移行炉心

解 析 の た め の

TRACE データの

整備 

       

② 新型燃料 10 行 10
列燃料集合体のみ

を装荷した炉心及

び BWR 移行炉心

解 析 の た め の

TRACE/PARCS
コードの改良整備 

       

③ 新型燃料 10 行 10
列燃料集合体のみ

を装荷した炉心及

び BWR 移行炉心

解析のための燃料

破損評価プログラ

ムの改良整備 

       

④ 新型燃料 10 行 10
列燃料集合体のみ

を装荷した炉心及

び BWR 移行炉心

データを用いた

TRACE/PARCS
コード、燃料破損

評価プログラムの

検証解析 

       

⑤ PWR及びBWR平

衡サイクル炉心

データを用いた反

応度投入事象の感

度解析 

       

⑥ 技術資料の作成        
進捗状況等に関する

打合せ（目安） 
▽ 
第１回 

 
 

▽ 
第２回 

 ▽ 
第３回 

 ▽ 
第４回 
3/24（納

期） 
 

- 18 -



 
 
５． 実施場所 

受注者の作業場所 
 
６． 実施期間 

契約締結日から令和 7 年 3 月 24 日まで 
 

７． 実施責任者及び実施体制 
受注者は、実施責任者及び品質管理体制を明示した実施体制表を提出すること。 

あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記

載すること。ただし、金５０万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその

他これに類するものを除く。 
実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作

業を統括する立場にある者とすること。 
実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、２人以上の

直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務が遂行できるようにすること。 
 

８． 提出書類及び納入品目 
（１） 提出書類 

受注者が規制庁の承認を受けるため、又は規制庁に報告するために提出する書類、提出

部数、提出期日は、次のとおりとする。 
提出書類一覧 

 提出書類 提出部数 承認 提出期限 
１ 実施体制図 １ 要 契約時 
２ 品質保証計画書 １ 要 契約後１週間以内 

（「１０．品質計画書」を参照。） 
３ 情報セキュリティ

計画書 
１ 要 契約時 

４ 実施工程表 １ 要 契約後１週間以内 
５ 下請負届 １ 要 契約後１週間以内 

（該当しない場合は省略できる。） 
６ 打合せ議事録 １ 要 打合せ後１週間以内 
７ 技術資料（注） 4 要 納入時 
８ 品質活動報告書 １ 要 納入時 
９ 情報セキュリティ

報告書 
１ 要 納入時 

１０ 完了届 １ 要 納入時 
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（注） 
・技術資料のハードコピー2 部及び同資料の電子媒体 4 部を納入すること。なお、電子媒体に

は、技術資料の Microsoft Word 及び PDF 形式のファイル並びに技術資料内の図表の

Microsoft Excel 形式のファイルを含むこと。 
・技術資料には各種図表を掲載し、上記実施項目で要求している説明及び記録等を含めること。

また、各種解析における入力及び出力のファイルについては、技術資料の章節名及び図表名

と関連付けた名称とすること。 
・本事業の実施のために使用したプログラム等については、プログラム等（ソースファイル等

がある場合にはそれを含む。）、プログラム等の説明書、入力及び出力の項目に係る説明並び

に入力及び出力の例を納入すること。 
・電子情報を含めた納入物全体の説明書を納入すること。 
 
（２）納入品目及び納入場所 

(a) 納入品目：（１）に定める提出書類 
(b) 納入場所：原子力規制委員会原子力規制庁 

長官官房技術基盤グループ システム安全研究部門 
東京都港区六本木一丁目 9 番 9 号 六本木ファーストビル 
 

９． 無償貸与品等 
（１）TRACE/PARCS コード（マニュアルを含む。） 
（２）本事業の実施に必要な令和 5 年度成果報告書及びデータ 
（３）その他本事業を実施するに当たり、規制庁担当者が必要と認めたもの。 
 
なお、無償貸与品は、当該作業で不要となった後、速やかに返却すること。また、複製等

も含め受注者側に一切の情報を残さないこと。また、作業期間中は、これらの情報の外部

等へ漏洩しないこと。 
 

１０． 品質計画書 
品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。 

（１）品質管理体制 
受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。 
・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。 
・実施責任体制が明確となっていること（実施責任者と品質管理責任者は兼務しな

いこと）。 
（２）品質管理の具体的な方策 

受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関す

る方法（チェック時期及びチェック内容）が明確にされていること。 
（３）担当者の技術能力 
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業務に従事する者の技術能力を明確にすること。 
 
１１． 検収条件 

本仕様書に記載の内容を満足し、８．に記載の提出書類が全て提出されていることが確

認されたことをもって検収とする。 
 
１２．情報セキュリティの確保 

受注者（請負者） は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 
（１）受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施

方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。 
（２）受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性

を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 
（３）また、本業務において受注者が作成する情報については、規制庁担当官からの指示

に応じて適切に取り扱うこと。 
（４）受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ

対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュ

リティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対

策に関する監査を受け入れること。 
（５）受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった

場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示

に応じて適切に廃棄すること。 
（６）受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 

 
（参考）原子力規制委員会情報セキュリティポリシー 

https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf  
 
１３．その他 
（１） 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あ

るいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、その

指示に従うこと。 
（２） 受注者は、本業務において納入する全ての成果物について、瑕疵担保責任を負うもの

とする。瑕疵担保責任期間は当庁により検収後 1 年間とする。 
（３） 作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良

好な関係が保てること。 
（４） 業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。 
（５） 常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供するこ

と。 
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（６） 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移

転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・

使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。 
（７） 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速

やかに必要な措置を講ずること。 
以 上 
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（別紙） 

 

請負業務における成果報告書の表紙等の作成について 
 

 

 請負業務における成果報告書の表紙等の作成は、以下の要領に従うこととする。 

 

１．表紙の様式は、別添１の様式に従う。 

２．表紙裏面の様式は、別添２の様式に従う。 

３．背表紙の様式は、別添３の様式例に従う。 

４．電子媒体のケースラベルの様式は、別添４の様式に従う。 

５．電子媒体本体のラベルの様式は、別添５の様式に従う。 

６．文字の書体は「MS 明朝」とする。英数字については半角の「Century」とする。 
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別添１ 表紙の様式例 

 
 
 
 
 
 
 

令和６年度原子力規制庁請負成果報告書 
 
 
 

○〇○〇○〇〇〇 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

○〇○〇〇 
令和〇〇年〇〇月 

 
 

 

 

報告書種別：MS 明朝（数字は半角の Century）、16 ポイント 

報告書タイトル：MS 明朝、20 ポイント 
年度表記は行わない。（必要な場合は、タイトルの最後につけること。） 
例）○○○○○○○○（令和 5 年度分） 

受注者名：MS 明朝、16 ポイント 
数字は半角の Century 
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別添２ 表紙裏面の様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本報告書は、原子力規制委員会原子力規制庁からの請負により実施した業

務の成果を取りまとめたものです。 

 本報告書に関する問合せは、原子力規制庁までお願いします。 

MS 明朝、10.5 ポイント 
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別添３ 背表紙の様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
６
年
度
原
子
力
規
制
庁
請
負
成
果
報
告
書 

○
○
○
○
○ 

    

令
和
○
○
年
○
○
月 

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ 

MS 明朝、11 ポイント 

MS 明朝、12 ポイント 
タイトルの長さ、報告書の

厚さに応じて按排するこ

と。 

MS 明朝、11 ポイント 

受注者名：MS 明朝、11 ポイント 
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別添４ 電子媒体ケースラベルの様式 
 
ラベルを電子媒体ケースに貼り付けること。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

令和６年度原子力規制庁請負成果報告書 
 

〇〇〇〇〇〇〇〇 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇〇〇〇○ 
令和〇○年〇○月 

〇〇ページ 

MS 明朝、16 ポイント 

MS 明朝、14 ポイント 

電子媒体に保存した納入品の

総ページ数を記載すること。 
MS 明朝、12 ポイント 
数字は半角の Century 

MS 明朝、16 ポイント 

MS 明朝、14 ポイント 
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別添５ 電子媒体本体のラベルの様式 
 
電子媒体本体のラベルは、CD-ROM、DVD 等の表面に直接印字すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

○○○○○ 

令和○○年○○月 

○○ページ 

令和６年度原子力規制庁請負成果報告書 

 

○○○○○ 
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1 
 

 

入札適合条件 

 
令和 6 年度 TRACE/PARCS コードの改良整備を実施するにあたり、以下の条件を満たす

こと。 
 

（１）令和０４・０５・０６年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

において「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。 
 
（２）原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履

行が確保されていること。 

 
（３）担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 
 
（４）本事業が関係する①軽水型原子力発電所の許認可（検査、命令、確認及び報告徴収等）

の対象となる事業者（原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業

者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者）、②当該許認可（検査、命令、確認及び

報告徴収等）が対象とする原子炉施設の製造事業者、又は①②の子会社（親会社の出資

比率が 50％を超える被支配会社）若しくは団体（運営費の過半を得ている団体又は構

成員の過半数が①②の者である団体）でないこと、又はそれらのものから本事業に関す

る業務を受注していないこと。 
 
（５）３次元核動特性解析 PARCS コードのプログラム及び集合体燃焼解析コードで出力さ

れる核定数の構造を熟知し、核熱結合解析コード TRACE/PARCS の入力データの作成

や解析作業を実施する能力があることを示すこと。また、その能力を有する技術者が本

業務を担当できることを示すこと（（７）を参照のこと）。なお、実績でその能力を示す

場合には、上記に関する最近数年間の納入実績又は自己で研究した結果を学会等で発

表した実績１～２件について、以下の事項を記した資料を添付すること。 
①作業名称又は発表件名（固有名称を除く。） 
②発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）又は発表先（学会、機関紙等の名称） 
③実施年度 
④作業概要（公開できる範囲に限る。） 

 
（６）作業内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 

①納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。 

②実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 

③実施項目ごとに、付表１に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量（人時間

数）を、その算出根拠と共に示すこと。ただし、担当者は付表１に示すいずれか

の技術者区分に必ず該当するものとする。 

④各担当者の月別作業量（人時間数）を示すこと。 

（７）実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 
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2 
 

①本事業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただ

し、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、

体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記

（５）で求める“能力を有する技術者”及び上記（６）で求める“担当者”もこ

の記号で示すこと。 

②本事業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴

（注１）、卒業年度、入社年度及び実務経験（特に本事業に関連する実務の経験）

（注２)等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者

の実名は記載せず、①の記号で示すこと。 

（注１）高校、専門学校、大学、修士及び博士の別を記載する。学校名を記載

する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併

記のこと。 

（注２）作業件名（固有名詞は除く）、受注年度、受注者の区別（国／地方公

共団体／民間会社）及び当該作業における役割について記載するこ

と。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設

計、プログラム作成、解析コード実行（コード名を記載すること。）

等のように具体的な内容を記載すること。 

③社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本

作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本事業にかかわ

る品質管理の具体的な方法（本事業に関する具体的なチェック項目及びチェッ

クの方法等）を示すこと。 

 
 本件の入札に参加しようとするものは、上記の（１）から（７）までの条件を満たすこ

とを証明するために、様式１及び様式２の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制

庁に提出し、原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門が行う適合

審査に合格する必要がある。 
なお、適合証明書等（添付資料を含む。）は、正１部、及び副１部を提出すること。 
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和 6 年 7 月

29 日（月）12 時までに電話又はメールで、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループ

システム安全研究部門に提出すること。 
 

適合証明書等提出先： 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係 

〒106-8450 東京都港区六本木一丁目９番９号 六本木ファーストビル１６階 

ＴＥＬ：０３―５１１４―２２２２ 

 

質問提出先： 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 

〒106-8450 東京都港区六本木一丁目９番９号 六本木ファーストビル１５階 

担 当：柴 茂樹（shiba_shigeki_c57@nra.go.jp） 

ＴＥＬ：０３―５１１４―２２２３ 
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付表１ 技術者の適用業務区分 

技術者区分 適用業務 

区分Ａ 

１ 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に

亘る業務の統括、調整を行う職務（部長、プロジェクトマネージャー相

当職） 

２ 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重

要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。 

区分Ｂ 

 高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、よ

り複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施す

る。 

区分Ｃ 
 固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務

を遂行する。 
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（様式１） 

 
令和  年  月  日 

 
 
支出負担行為担当官 
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 

 
 

所 在 地 
 
商 号 又 は 名 称 
 
代表者役職・氏名 

 
 
「令和 6 年度 TRACE/PARCS コードの改良整備」の入札に関し、応札者の条件を満たし

ていることを証明するため、適合証明書を提出します。 
 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態

が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて

直ちに対応します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

担当者等連絡先 
部 署 名： 
責任者名： 
担当者名： 
Ｔ Ｅ Ｌ： 
Ｅ-mail ： 
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（様式２） 
 

適合証明書 
件名：令和 6年度 TRACE/PARCS コードの改良整備 

商号又は名称： 
条  件 回 答 

(○or×) 
資料 
No. 

（１）令和０４・０５・０６年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務
の提供等」において「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者で
あること。 

 
（２）原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ

対策の履行が確保されていること。 
 
（３）担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 
 
（４）本事業が関係する①軽水型原子力発電所の許認可（検査、命令、確認及び

報告徴収等）の対象となる事業者（原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、
再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者）、②当
該許認可（検査、命令、確認及び報告徴収等）が対象とする原子炉施設の製
造事業者、又は①②の子会社（親会社の出資比率が 50％を超える被支配会
社）若しくは団体（運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②
の者である団体）でないこと、又はそれらのものから本事業に関する業務を
受注していないこと。 

 
（５）3 次元核動特性解析 PARCS コードのプログラム及び集合体燃焼解析コー

ドで出力される核定数の構造を熟知し、核 熱結合解析コード
TRACE/PARCS の入力データの作成や解析作業を実施する能力があること
を示すこと。また、その能力を有する技術者が本業務を担当できることを示
すこと（（７）を参照のこと）。なお、実績でその能力を示す場合には、上記
に関する最近数年間の納入実績又は自己で研究した結果を学会等で発表し
た実績１～２件について、以下の事項を記した資料を添付すること。 
①作業名称又は発表件名（固有名称を除く。） 
②発注者の区分（国／地方公共団体／民間会社）又は発表先（学会、機関
紙等の名称） 

③実施年度 
④作業概要（公開できる範囲に限る。） 
 

（６）作業内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 
①納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。 
②実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 
③実施項目ごとに、付表１に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量

（人時間数）を、その算出根拠と共に示すこと。ただし、担当者は付
表１に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 

④各担当者の月別作業量（人時間数）を示すこと。 
 
（７）実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 

①本事業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこ
と。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行って
はならない。なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載
せず、記号で示すこと。上記（５）で求める“能力を有する技術者”
及び上記（６）で求める“担当者”もこの記号で示すこと。 

②本事業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最
終学歴（注１）、卒業年度、入社年度及び実務経験（特に本事業に関連
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する実務の経験）（注２)等について具体的に記載すること。なお、役割
及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、①の記号で示すこと。 

（注１）高校、専門学校、大学、修士及び博士の別を記載する。学校名
を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部など
の専攻を併記のこと。 

（注２）作業件名（固有名詞は除く）、受注年度、受注者の区別（国／地
方公共団体／民間会社）及び当該作業における役割について記
載すること。なお、役割については、プロジェクトマネージャー、
システム設計、プログラム作成、解析コード実行（コード名を記
載すること。）等のように具体的な内容を記載すること。 

③社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証
部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。ま
た、本事業にかかわる品質管理の具体的な方法（本事業に関する具体
的なチェック項目及びチェックの方法等）を示すこと。 

 
 
 
適合証明書に対する照会先 
所在地    ：（郵便番号も記載のこと） 
商号又は名称及び所属： 
担当者名   ： 
電話番号   ： 
E-Mail    ： 
 
 
 
 
 
 

付表１ 技術者の適用業務区分 

技術者区分 適用業務 

区分Ａ 

１ 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に

亘る業務の統括、調整を行う職務（部長、プロジェクトマネージャー相

当職） 

２ 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重

要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。 

区分Ｂ 

 高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、よ

り複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施す

る。 

区分Ｃ 
 固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務

を遂行する。 
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記載上の注意 

 

 

１．適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載す

ること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合

は「×」を記載すること。 

 

２．内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出する

こと。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付す

ることができる。 

 

３．適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」

欄に資料番号を記載すること。 

その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かり

やすくすること。 

 

４．資料は、日本語（日本語以外の資料については日本語訳を添付）、Ａ４判（縦

置き、横書き）で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については

任意とする。 

 

５．適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 

 

 

①項目ごとにインデックス等を付ける。 

②紙ファイル、クリップ等により、順序

よくまとめ綴じる。 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 1 

 
別

添

資

料 

 
適合証明書 
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（契約の目的）

第１条　乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。

（契約金額）

第２条　金　　　　　　　円

　（うち消費税額及び地方消費税額　　　　　　円）とする。

（契約期間）

第３条  契約締結日から令和７年３月２４日までとする。

（契約保証金）

第４条　甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

（一括委任又は一括下請負の禁止等）

（監　督）

（完了の通知）

第７条　乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

（検査の時期）

（天災その他不可抗力による損害）

（対価の支払）

第８条　甲は、前条の通知を受けた日から１０日以内にその役務行為の成果について検査をし、合
　格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。

第９条　前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担と
　する。

第１０条　甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から３０日（以下｢約定期間｣
　という。）以内に対価を支払わなければならない。

第５条　乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならな
　い。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
２　乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせ
　た業務に伴う当該第三者（以下「下請負人」という。）の行為について、甲に対しすべての責任
　を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。

３　乙は、第１項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を
　遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、
　甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならな
　い。

第６条　乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。

２　甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある
　場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。

契　約　書 
（案）

支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名（以下「甲」とい
う。）と、 （以下「乙」という。）とは、「令和6年度TRACE/PARCSの改良整備」に
ついて、次の条項（特記事項を含む。）により契約を締結する。

２　前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第
　７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出した額である。
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（遅延利息）

（違約金）

（契約の解除等）

（契約不適合責任）

（損害賠償）

２　前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約
　不適合の事実を知った時から１年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の
　成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ
　たときは、この限りでない。

３　乙が第１項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追
　完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただ
　し、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契
　約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲
　が第１項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙
　に対し、第１項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又
　は対価の減額を請求することができる。

第１５条　甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、な
　お損害賠償の請求をすることができる。
２　甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、
　その契約不適合を知った時から１年以内に乙に通知することを要するものとする。

（６）前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき　契約金額の１００分の１０
　　に相当する額
２　乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日か
　ら支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払
　わなければならない。

第１３条　甲は、乙が前条第１項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに
　解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業
　務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

２　甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払
　っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

第１４条　甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約
　の内容に適合しない（以下、「契約不適合」という。）ときは、乙に対して相当の期間を定めて
　催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせる
　ことができる。

（１）乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき
　　納品される納入物（以下「納入物」という。）の引渡しを終わらないとき　延引日数１日につ
　　き契約金額の１，０００分の１に相当する額

（２）乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込
　　みがないと甲が認めたとき　契約金額の１００分の１０に相当する額
（３）乙が正当な事由なく解約を申出たとき　契約金額の１００分の１０に相当する額

（４）甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報（以下「保全情報」という。）が乙の
　　責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者（乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。
　　ただし、第１６条第１項の規定により甲が個別に許可した者を除く。）に漏洩したとき  契約
　　金額の１００分の１０に相当する額

（５）本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき　契約金額の１００分
　　の１０に相当する額

第１１条　甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日
　の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて
　計算した金額を支払うものとする。

第１２条　乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を
　徴収することができる。
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（保全情報の取扱い）

（秘密の保持）

（権利義務の譲渡等）

（著作権等の帰属・使用）

３　乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関す
　る一切の責任を負わなければならない。

３　乙は、保全情報が乙以外の者（ただし、第１項の規定により甲が個別に許可した者を除く。）
　に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連
　絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であ
　るか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。

第１７条　前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏え
　い防止の責任を負うものとする。
２　乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。

第１８条　乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、
　又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法
　律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５
　年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ
　の限りでない。

２　乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債
　権の譲渡を行い、甲に対して民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条又は動産及び債権の譲
　渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号。以下「債権譲渡
　特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に
　掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙か
　ら債権を譲り受けた者（以下「譲受人」という。）が甲に対して債権譲渡特例法第４条第２項に
　規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を
　行った場合についても同様とする。

第１６条　乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合
　はこの限りでない。
２　乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはなら
　ない。

（１）甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。

（２）譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定そ
　　の他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
（３）甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他
　　契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契
　　約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受
　　人の間の協議により決定されなければならないこと。

３　第１項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の
　効力は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２の規定に基づき、甲が
　同令第１条第３号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるも
　のとする。

第１９条　乙は、納入物に係る著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８
　条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。）
　を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行わ
　れたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協
　力しなければならない。

２　乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の
　著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を
　とるものとする。
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（個人情報の取扱い）

（資料等の管理）

（契約の公表）

（紛争の解決方法）

第２２条　乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに
　同意するものとする。

第２３条　本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時
　でも変更することができるものとする。
２　前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、
　甲と乙との協議により決定するものとする。

３　乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管
　理のために必要な措置を講じなければならない。
４　甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託
　した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせ
　ることができる。

５　乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するもの
　とする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。

７　第１項及び第２項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効
　力を有するものとする。

第２１条　乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万
　全の措置をとらなければならない。

第２０条　乙は、甲から預託を受けた個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に
　含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該
　個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することがで
　き、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）については、善良な
　る管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。

２　乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この
　限りでない。
（１）甲から預託を受けた個人情報を第三者（第５条第２項に定める下請負人を含む。）に預託若
　　しくは提供し、又はその内容を知らせること。
（２）甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又
　　は改変すること。

６　乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が
　発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
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【特記事項１】

（談合等の不正行為による契約の解除）

第１条　甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

　　イ　独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき

　　ロ　独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出）

（１）独占禁止法第６１条第１項の排除措置命令書

（２）独占禁止法第６２条第１項の課徴金納付命令書

（談合等の不正行為による損害の賠償）

２　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

【特記事項２】

（暴力団関与の属性要件に基づく契約解除）

第４条　甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を
　解除することができる。
（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に
　　関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であ
　　るとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく
　　は営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、
　　その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号
　　に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係
　　を有しているとき

特記事項

（１）本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５
　　４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為を行った
　　ことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
　　的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

４　第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に
　おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的
　　あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

第３条　乙が、本契約に関し、第１条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する
　か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、
　契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の
　１０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）
　を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

３　第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙
　の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合に
　おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

５　乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、
　当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した金
　額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

第２条　乙は、前条第１号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次
　の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

　　ハ　独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の課徴金納付命令を命じない旨の通知
　　　があったとき
（２）本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が確
　　定したとき
（３）本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４
　　０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条に規定する刑が確定したとき

（３）独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文
　　書
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（下請負契約等に関する契約解除）

（損害賠償）

４　前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

７　乙が、第３項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、
　当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した金
　額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

第７条　乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反
　社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合
　は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事
　実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

第６条　甲は、第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じ
　た損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
２　乙は、甲が第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生
　じたときは、その損害を賠償するものとする。
３　乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわら
　ず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契
　約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する
　金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金とし
　て甲の指定する期間内に支払わなければならない。

５　第２項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙
　の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合に
　おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

６　第３項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に
　おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

第５条　乙は、本契約に関する下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請
　負人を含む。）及び再委任者（再委任以降のすべての受任者を含む。）並びに自己、下請負人又
　は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
　以下同じ。）が解除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。）であること
　が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者
  との契約を解除させるようにしなければならない。

２　甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契
　約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解
　除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解
　除することができる。
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本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。

　　　年　　月　　日

甲 東京都港区六本木一丁目９番９号

支出負担行為担当官

　原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官　名

乙　 
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※　以下、仕様書を添付
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